
「働くこと」と「労働法」
～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～

（令和７年度改訂版）

⓪「働くこと」を考えよう

① アルバイトを始める前の注意点

② 働き始めておかしいな、と気付いたら

③ インターンシップを行うにあたって

④ 就職活動の際の留意点

⑤ 契約と労働条件

⑥ 働きすぎと心身の健康

⑦ 多様な働き方

⑧ 働き続けやすさとは





「働くこと」と「労働法」
～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～

（令和７年度改訂版）

⓪「働くこと」を考えよう

① アルバイトを始める前の注意点

② 働き始めておかしいな、と気付いたら

③ インターンシップを行うにあたって

④ 就職活動の際の留意点

⑤ 契約と労働条件

⑥ 働きすぎと心身の健康

⑦ 多様な働き方

⑧ 働き続けやすさとは





ました。



司法書士などの専門家、そのほか
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第60回学生生活実態調査）、



厚生労働省では、各種情報から時間外・休日労働が１か月当たり80時間を超えると考えられる

事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対し、

労働基準監督署による監督指導を行っています。

令和6年度においては、26,512事業場に対し監督指導を実施し、42.4％に当たる11,230事業場に

対して、違法な時間外労働について、是正・指導に向けた指導を行いました。

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000103575.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59983.html

※長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果



① 若者の雇用形態や働き方の実態

大学学部卒業者（令和6年3月）について見ると、就職者等（無期雇用労働者、自営業主等）

となった者は76.5％ですが、一時的な仕事に就いた者（1か月以上1年未満の有期雇用労働者

及び臨時労働者）が1.5％、また進学も就職もしていない者が7.7％となっています。

※より詳しくは以下のリンク先へ

文部科学省ホームページ「学校基本調査－令和6年度結果の概要－」

https://www.mext.go.jp/content/20241213-mxt_chousa01-000037551_01.pdf

令和6年3月の大学学部卒業者で見ると、卒業後、大半は正規の職員等（雇用期間の定めのない

会社員など）として就職をしていますが、雇用期間が1年未満の有期雇用労働者

（パート、アルバイトなど）、臨時労働者、進学も就職もしていない者も約9％になっています。

また、厚生労働省の調査によれば、令和2年3月卒の若者のうち、高卒で37.0％、

短大卒で42.6％、大卒で32.3％が卒業後3年以内に離職しています。

→うち民事上の個別労働紛争（※２）相談件数 267,755件（令和６年度、前年度比０.６％減）

総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が、54,987件と

13年連続最多

※１ 「総合労働相談」

都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など379か所（令和７年４月１日現在）に、

あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、

専門の相談員が対応

1,201,881件（令和６年度、前年度比０.７％減）

※より詳しくは以下のリンク先へ

「個別労働紛争解決制度（労働相談、助言・指導、あっせん）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00201.html



→ 高 卒 38.4％（1年目：16.7％、2年目：12.2％、3年目：9.4％）

→ 短大等卒 44.6％（1年目：18.5％、2年目：14.1％、3年目：12.0％）

→ 大 卒 34.9％（1年目：12.3％、2年目：12.3％、3年目：10.3％）

学歴別就職後3年以内離職率（令和3年3月卒）は以下のとおりです。

※より詳しくは以下のリンク先へ

厚生労働省ホームページ「新規学卒者の離職状況」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html







出典：内閣府「平成30年版 子供・若者白書（概要版）」図表5
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12927443/www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30gaiyou/pdf_indexg.html





















▼最低賃金は都道府県ことに決められています(R７年10月）

最新の地域ごとの最低賃金はこちらでチェック↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

必ずチェック最低賃金 使用者も、労働者も。
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

1,226

1,023





https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001161403.pdf























働く前に見ておこう、「あかるい職場応援団」

本サイト「あかるい職場応援団」は、職場のハラスメント（パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハ
ラ）、いじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた情報提供のためのポータルサイトです。ハラス
メントに関する基本情報の他、労働者・管理職・人事担当の方の立場に合わせたハラスメントに
関する情報やQ＆Aなどを掲載しております。
働く前に目を通しておくことで、より自己防衛力が高まります。

厚生労働省ホームページ「あかるい職場応援団」
ttps://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/index

●動画で学ぶハラスメント
動画を見ることで、より具体的
にイメージしやすくなります。

●ハラスメントの定義
パワハラ・カスハラなど基本的
な定義を学ぶことができます。

上記コンテンツの他、
・困った時の「Q＆A」
・誰かに相談したい時の「相談窓口のご案内」
など掲載しております。
ぜひご活用ください。
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違反すると使用者に刑罰も科せられる法律です。



https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001161403.pdf



多くの会社（※1）には、就業規則があり、

就業規則を備え付けている場所等を労働条件通知書や

社内メールなどで働く方に示すことなどにより、労働者

に周知する（※2）ことが義務付けられています。
(※1）常時10人以上の労働者を使用する事業場 （※2）労働基準法第106条







厚生年金保険など



※ 月給制の場合は、一箇月平均所定労働時間で割った時給換算分で算出

























事業主は、女性労働者が、妊娠し、又は出産したことを
理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
（男女雇用機会均等法第9条第3項）
事業主は、労働者が育児休業等の申出をし、又は育児休
業等をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇そ
の他不利益な取扱いをしてはならない。
（育児・介護休業法第10条）



「妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント」とは妊娠・出産したこと、育児や介

護のための制度を利用したこと等に関する上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した女性
労働者や、育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること





これってハラスメント？と悩んだら

本サイト「あかるい職場応援団」は、職場のハラスメント（パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハ
ラ）、いじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた情報提供のためのポータルサイトです。ハラス
メントに関する基本情報の他、労働者・管理職・人事担当の方の立場に合わせたハラスメントに
関する情報やQ＆Aなどを掲載しております。
「これってハラスメント？」と感じたときに活用しましょう。

厚生労働省ホームページ「あかるい職場応援団」
ttps://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/index

●動画で学ぶハラスメント
動画を見ることで、より具体的
にイメージしやすくなります。

●ハラスメントの定義
パワハラ・カスハラなど基本的
な定義を学ぶことができます。

上記コンテンツの他、
・困った時の「Q＆A」
・誰かに相談したい時の「相談窓口のご案内」
など掲載しております。
ぜひご活用ください。
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新規学卒者の3年以内の離職率をとりまとめたところ、新規中卒就職者の約5割、新規高卒就職者
の約4割、新規大卒就職者の約3割が、就職後の3年以内に離職していることが分かりました。

出典：厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」に基づき作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html

※ 令和4年3月卒については離職後2年以内、令和５年3卒については離職後1年以内の離職率を記載しています。



出典：厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」に基づき作成
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_gaikyou.pdf

出典：こども家庭庁「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査（令和５年度）」 80ページ
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d0d674d3-bf0a-4552-847c-
e9af2c596d4e/3b48b9f7/20240620_policies_kodomo-research_02.pdf

職場生活の満足度































出典：厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」に基づき作成
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_gaikyou.pdf

新規学卒者の3年以内の離職率をとりまとめたところ、新規中卒就職者の約5割、新規高卒就職者
の約4割、新規大卒就職者の約3割が、就職後の3年以内に離職していることが分かりました。

出典：厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」に基づき作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html













さらに取組が優良な企業の認定！





1） 雇用環境の整備について、適切な行動計画

（2年以上5年以内）を策定したこと。

2） 行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

3） 行動計画を公表（一般事業主行動計画公表サイト：

両立支援のひろば 等）し、労働者への周知を適切に行っていること。

4） 男性労働者の育児休業等取得率が30％以上であること。

5） 女性労働者及び育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等

取得率がそれぞれ75％以上であること。



＜認定基準の一部＞

1） 新卒者などの直近3事業年度の離職率が20％以下

（ただし、採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下）

2） 所定外労働時間が20時間以下（前事業年度の正社員の月平均）

かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ

3） 正社員の有給休暇年平均の取得日数が年10日以上

または年平均取得率70％以上（＊付与日数に占める取得日数平均）

（※有給休暇に準ずる休暇として人事開発統括官が定めるものを含む。

また、その日数は労働者1人当たり5日が上限）

4） 直近3事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上

または女性労働者の育児休業等 取得率が75％以上

※詳細についてはこちら



＜認定基準の一部＞



①オンライン自主応募受付可否
②雇用形態
③就業形態
④職種・仕事の内容（変更範囲含）
⑤契約期間
※有期契約の場合：更新する場合の基準

⑥就業場所（変更範囲含）・転勤の可能性
⑦試用期間
⑧受動喫煙対策
⑨賃金形態等
⑩手当
⑩’計（税込）（a+b+c ）
⑪ 賞与・昇給
⑫通勤手当
⑬加入保険等
⑭就業時間
⑮時間外
⑯入居可能住宅
⑰休日等
⑱有給休暇
⑲週休二日制
⑳選考方法
㉑補足事項・求人条件に係る特記事項
㉒募集・採用に関する情報
㉓職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況

㉔職場への定着の促進に関する取組の実施状況

①

② ④③

⑨

⑩

⑫

⑥ ⑧

⑩

⑪⑪

⑬
⑮

⑭ ⑯

⑱⑰
⑲

㉑

㉓

⑳

㉒

㉔

④

⑦⑥
⑤



















①業務内容（変更範囲含） ②契約期間（※有期契約の場合：更新する場合の基準） ③試用期間

④就業場所（変更範囲） ⑤賃金（給与） ⑥就業時間（始業・終業時刻）/休憩・休日/時間外労働の有無

⑦加入する社会保険（健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険） ⑧事業者（企業等）の氏名または名称

⑨雇用形態が派遣労働者であること（派遣労働者を雇用しようとする場合⑩受動喫煙を防止するための措置



①契約期間、②有期労働契約の更新の基準、③就業の場所（変更範囲含）、④業務の内容（変

更範囲含）、⑤始業・終業の時刻、⑥休憩時間、交替制勤務の場合の交替期日・交替順序、所

定の時間を超える労働（時間外労働）の有無、⑦休日、⑧休暇（年次有給休暇など）、

⑨賃金（給与）の決定・計算・支払方法、締切日、支払いの時期、昇給、⑩退職に関する事項

（解雇の事由含む）（労働基準法第15条）

10. 従事すべき業務の変更の範囲
11. 就業場所の変更の範囲
12. 有期労働契約を更新する場合の基準

（※有期契約の場合：更新する場合の基準）

（変更範囲含）

（変更範囲含）



（※有期契約の場合：更新する場合の基準） ・ ・

（変更範囲含） ・ ・

（変更範囲含） ・ ・







※週4日労働する場合であっても、1日8時間働く場合は、週労働時間が30時間以上となる為、
上表が適用される。





・ 使用者は、毎月の賃金(給与)は、現金で支払わなければなりません。
・ 会社の商品など、現物で支払うことはできません。
・ 労働者が希望すれば、銀行振込またはデジタル払いなどでも可能です。

通貨払い





厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm





・ 就業規則は法律に違反する定めはできません。(※8)
・ 就業規則で定める基準に達しない労働契約は、その部分は無効です。

(労働基準法第93条、労働契約法第12条) (PPT5-7参照)

3. 就業規則は法律に違反する定めはできません











再就職手当は早期に再就職するほど金額がUPしますよ。



給料の0.55%～0.65％（令和7年度4月～）

※厚生労働省ホームページ「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

⑤2ヵ月を超える雇用の見込みがある



⑤2ヵ月を超える雇用の見込みがある

① 週の所定労働時間が20時間以上

② 賃金の月額が8.8万円以上

③（昼間の）学生でないこと

④ 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者であること

⑤ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある









働く目的はなにか

出典：内閣府「令和6年度 国民生活に関する世論調査」に基づき作成
https://survey.gov-online.go.jp/living/202412/r06/r06-life/

出典：内閣府「令和6年度 国民生活に関する世論調査」に基づき作成
https://survey.gov-online.go.jp/living/202412/r06/r06-life/

（小計）53.0 （小計）45.7



出典：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2024』第6-3表
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2024/documents/Databook2024.pdf

15.3

12.5

8.9

5.3

8.8



出典：厚生労働省「令和5年版 過労死等防止対策白書』9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf





出典：厚生労働省『11月は「過労死等防止啓発月間」です』

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43985.html



（件数）

（件数）

出典：厚生労働省「令和6年度過労死等の労災補償状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html

脳・心臓疾患に係る支給決定（認定）件数は、平成14年度に300件を超え、平成19年度に392件に。
その後は減少傾向にあるも、近年は増加傾向に。

（件数）

出典：厚生労働省「令和6年度過労死等の労災補償状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html

（件数）

精神障害に係る支給決定（認定）件数は、平成24年度以降500件前後で推移していたが、令和2年度に
は600件を超え、さらに令和6年度は800件を超えるなど急激な増加傾向に。



出典：厚生労働省『令和5年版 過労死等防止対策白書』38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf











「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（令和６年８月閣議決定）では、
２０２８（令和１０）年までに、過労働時間４０時間以上の雇用者のうち、過労働時間
６０時間以上の雇用者の割合を５％以上にすることを目標にしています。

62.1%

5年

5％以下

65.3%

6年

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（令和６年８月閣議決定）では、２０２８
（令和１０）年までに、年次有給休暇取得率を７０％以上にすることを目標にしています。









PPT6-33

PPT6-34



PPT6-35

PPT6-36



PPT6-37

PPT6-38



PPT6-39

PPT6-40



PPT6-41





収入が安定して
いる仕事

自分にとって楽
しい仕事

私生活とバラン
スがとれる仕事

健康を損なう心
配がない仕事

自分の専門知識
や能力がいかせ
る仕事

世の中のために
なる仕事

失業の心配がな
い仕事

高い収入が得ら
れる仕事

出典：内閣府「令和6年度 国民生活に関する世論調査」に基づき作成
https://survey.gov-online.go.jp/living/202412/r06/r06-life/

働く目的はなにか

出典：内閣府「令和6年度 国民生活に関する世論調査」に基づき作成
https://survey.gov-online.go.jp/living/202412/r06/r06-life/



実績値 推計値

高齢化率
（65歳以上人口割合）

65歳以上人口を15～64
歳人口で支える割合

総人口

資料：棒グラフと実線の高齢化率については、2020年までは総務省「国勢調査」（2015年及び2020年は不詳補完値による。）、2024年は総務省「人口推計」
（令和６年10月１日現在（確定値））、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」 の出生中位・死亡中位仮定による推計結果。

出典：内閣府「令和7年度 高齢社会白書（概要版）」に基づき作成
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/gaiyou/07pdf_indexg.html







非正規雇用

正規雇用

非正規雇用労働者の割合

役員を除く雇用者

非正規雇用労働者の内訳は、パート48.3％、アルバイト22.3％、契約社員13.0％、派遣社員7.2％

（万人）

（年）





https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/





15.3

12.5

8.9

5.3

8.8

出典：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2024』第6-3表
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2024/documents/Databook2024.pdf

出典：厚生労働省『11月は「過労死等防止啓発月間」です』

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43985.html



出典：厚生労働省「令和5年版 過労死等防止対策白書』9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf











子の看護等休暇

育休：原則子が１歳に達するまでの間
（２回まで分割可能）

産後パパ育休：子が生まれてから８週以内
のうちの４週間

３回まで分割可能



出生時
育児休業

（産後パパ育休）

「両親ともに取得する等、一定の要件を満たした場合 １歳２か月までの
１年間（出生時育児休業を含む） 対象期間が２か月プラス」

※２回まで分割して取得可能

育児休業 １歳まで
（一定の場合 最長２歳）

※２回まで分割して取得可能

出生時
育児休業給付金
（雇用保険法）

育児休業給付金
（雇用保険法）

育児休業（※３） １歳まで
（一定の場合 最長２歳）

「両親ともに取得する等、一定の要件を満たした場合
１歳２か月までの１年間（パパ・ママ育休プラス）」

（育児・介護休業法）



男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、婚姻、妊娠、出産、育児休業等を理由にした解雇
等の不利益な取扱いを禁止しています。「妊娠を理由として契約を更新しない」や「産休を理由とし
てパートに身分変更をする」等は法違反です。
また、育児休業等の制度は男性も利用できます。「男性の育児休業は認めない」等も法違反です。

さらに、女性活躍推進法では、企業に自社の女性の活躍に向けた行動計画の策定や自社の女性
の活躍の状況に関する情報公表を、育児・介護休業法では、常時雇用する労働者数が300人超企
業に対し、男性の育児休業等取得率を公表することを、次世代育成支援対策推進法では、常時雇
用する労働者数100人超企業に対し、男性の育児休業等の取得状況等の数値目標を設定し目標
達成に向けて取り組むことを、それぞれ求めています。



出典：労働政策研究・研修機構（JILPT）『データブック国際労働比較2025』50ページ
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2025/documents/Databook2025.pdf





1） 雇用環境の整備について、適切な行動計画

（2年以上5年以内）を策定したこと。

2） 行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

3） 行動計画を公表（一般事業主行動計画公表サイト：

両立支援のひろば 等）し、労働者への周知を適切に行っていること。

4） 男性労働者の育児休業等取得率が30％以上であること。

5） 女性労働者及び育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等

取得率がそれぞれ75％以上であること。
等々





育児休業は、子が1歳（一定の場合は、最長で2歳）に達するまで、分割して2回取得
でき（令和4年10月1日から）、両親が育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達
するまでの間の1年間（2か月プラス）、取得できます＜パパ・ママ育休プラス＞。
また、出生時育児休業制度がスタートし（令和4年10月1日）、子の出生後8週間以内
の期間に4週間まで分割して2回取得可能となりました＜産後パパ育休＞。
他にも、仕事と育児を両立するための制度・措置として、短時間勤務等の措置、子の
看護等休暇、時間外労働の制限、転勤についての配慮等があります。

詳しくは ⇒ 厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
厚生労働省ホームページ「共育（トモイク）プロジェクト」
https://tomoiku.mhlw.go.jp/

子育てしながら働く男女労働者のため、育児休業等の両立支援制度があります。
特に、夫婦等が育児・家事を分担しつつ働き続けることができる「共育て」の実現に向け、
男性の育児休業等取得の促進にも力を入れています。



介護休業中は、要介護状態の同一対象家族について、９３日を限度に３回まで
に限り作業開始時賃金の６７％の介護休業給付金が支給されます。



出典：総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/dat

a/250530_1.pdf

テレワーク総合ポータルサイト「輝くテレワーク賞事例集(令和6年度)」
https://telework.mhlw.go.jp/example/pdf/R6_kagayakuterework
_jirei.pdf

テレワークの効果（令和5年）

65.1%







会社員Ａ男さんとＢ美さんの例
Ａ男さんとＢ美さんが結婚を決めました。
このセリフが何を意味しているかを考えましょう。

仕事はどうしよう…。
仕事と家庭の両立のため
の制度を調べてみよう!!









女性活躍推進法が改正されました！

さらに取組が優良な企業の認定！



1） 雇用環境の整備について、適切な行動計画

（2年以上5年以内）を策定したこと。

2） 行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

3） 行動計画を公表（一般事業主行動計画公表サイト：

両立支援のひろば 等）し、労働者への周知を適切に行っていること。

4） 男性労働者の育児休業等取得率が30％以上であること。

5） 女性労働者及び育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等

取得率がそれぞれ75％以上であること。
等々

セクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児・介護休
業等に関するハラスメント、パワーハラスメント（以下、
「職場におけるハラスメント」）に関する防止措置を講
ずることは事業主の義務です。







実雇用率2.41％、対前年比0.08ポイント上昇
○法定雇用率達成企業の割合は46.0％、対前年

比4.1ポイント低下

このような共生社会の実現に向けて、すべての企業には、令和6年4月

時点で、雇用する労働者の2.5%に相当する障害者を雇用することが義務

付けられています。

※従業員40.0人以上の企業が対象です。

令和６年6月1日現在での全国の障害者雇用率は2.41%、法定雇用率

を達成している企業は、全体の46.0%です。







令和5年 204.9万人と過去最高となり、

「造船・舶用工業」

は介護を除く11分野です

日本で働く外国人の方々は、令和6年10月末時点で230万人と過去最高となり、増

加傾向にあります。企業においても、グローバル化が進展する経済社会に対応する

ため、優秀な外国人を確保することは、経営戦略上も重要な視点となっています。





概ね休業前の賃金の3分の2相当額を支給



https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-3/dl/sankojirei.pdf

200













5

○か×か。

○か×か。

○か×か。

○か×か。

んですよね。 ○か×か。

○か×か。

○か×か。

○か×か。

○か×か。

いくつか取

①街でアルバイトの募集を見ました。このアルバイトの時給は1,000円で研修中は980円みたいです。この

お店がある静岡県の最低賃金は1,097円（令和7年10月改正）ですが、研修中はいろいろ教えてもらうんだ

から時給が低くてもしょうがないと思っています。 〇か×か。



984

①たとえ研修中であっても、会社などに雇われて働く場合は、最低賃金を下回って働かせることはでき

ません。この場合、最低賃金（クイズにおいては1,097円）以上を支払わなければなりません。なお、「学

生であること」を理由に最低賃金を下回ることもできません。（最低賃金法第4条）







kou

大学院 大学 短大 高専 専修学校 能開校 留学生
※留学生採用実績、外国人雇用状況届提出実績あり

厚生年金基金 確定拠出年金 確定給付年金

雇用 労災 公災 健康 厚生 財形 その他



書類選考

英語 作文 専門













弁護士会名 〒 所 在 地 電話番号

札幌 060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館7階 011-281-2428

函館 040-0031 函館市上新川町1-3 0138-41-0232

旭川 070-0901 旭川市花咲町4 0166-51-9527

釧路 085-0824 釧路市柏木町4-3 0154-41-0214

仙台 980-0811 仙台市青葉区一番町2-9-18 022-223-1001

福島県 960-8115 福島市山下町4-24 024-534-2334

山形県 990-0042 山形市七日町2-7-10  NANA BEANS 8階 023-622-2234

岩手 020-0022 盛岡市大通1-2-1  岩手県産業会館本館2階 019-651-5095

秋田 010-0951 秋田市山王6-2-7 018-862-3770

青森県 030-0861 青森市長島1-3-1 日赤ビル5階 017-777-7285

東京 100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 03-3581-2201

第一東京 100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階 03-3595-8585

第二東京 100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階 03-3581-2255

神奈川県 231-0021 横浜市中区日本大通9 045-201-1881

埼玉 330-0063 さいたま市浦和区高砂4-7-20 048-863-5255

千葉県 260-0013 千葉市中央区中央4-13-9 043-227-8431

茨城県 310-0062 水戸市大町2-2-75 029-221-3501

栃木県 320-0845 宇都宮市明保野町1番6 028-689-9000

群馬 371-0026 前橋市大手町3-6-6 027-233-4804

静岡県 420-0853 静岡市葵区追手町10-80 静岡地方裁判所構内 054-252-0008

山梨県 400-0032 甲府市中央1-8-7 055-235-7202

長野県 380-0872 長野市妻科432 026-232-2104

新潟県 951-8126 新潟市中央区学校町通1番町1番地 新潟地方裁判所構内 025-222-5533

愛知県 460-0001 名古屋市中区三の丸1-4-2 052-203-1651

三重 514-0036 津市丸之内養正町1-1 059-228-2232

岐阜県 500-8811 岐阜市端詰町22 058-265-0020

福井 910-0004 福井市宝永4丁目3番1号  サクラNビル7階 0776-23-5255

金沢 920-0937 金沢市丸の内7-36 076-221-0242

富山県 930-0076 富山市長柄町3-4-1 076-421-4811

大阪 530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 0570-783-748

京都 604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下ル 075-231-2378

兵庫県 650-0016 神戸市中央区橘通1-4-3 078-341-7061

奈良 630-8237 奈良市中筋町22番地の1 0742-22-2035

滋賀 520-0051 大津市梅林1-3-3 077-522-2013

和歌山 640-8144 和歌山市四番丁5 073-422-4580

広島 730-0012 広島市中区上八丁堀2-73 082-228-0230

山口県 753-0045 山口市黄金町2-15 083-922-0087

岡山 700-0807 岡山市北区南方1-8-29 086-223-4401

鳥取県 680-0011 鳥取市東町2丁目221番地 0857-22-3912

島根県 690-0886 松江市母衣町55-4  松江商工会議所ビル7階 0852-21-3225

香川県 760-0033 高松市丸の内2-22 087-822-3693

徳島 770-0855 徳島市新蔵町1-31 088-652-5768

高知 780-0928 高知市越前町1-5-7 088-872-0324

愛媛 790-0003 松山市三番町4-8-8 089-941-6279

福岡県 810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 092-741-6416

佐賀県 840-0833 佐賀市中の小路7-19 佐賀県弁護士会館 0952-24-3411

長崎県 850-0875 長崎市栄町1-25 長崎MSビル4階 095-824-3903

大分県 870-0047 大分市中島西1-3-14 097-536-1458

熊本県 860-0844 熊本市中央区水道町9-8 096-325-0913

鹿児島県 892-0815 鹿児島市易居町2-3 099-226-3765

宮崎県 880-0803 宮崎市旭1-8-45 0985-22-2466

沖縄 900-0014 那覇市松尾2-2-26-6 098-865-3737

日本弁護士連合会 100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館15階 03-3580-9841



会   名 〒 所 在 地 電話番号

札幌会 060-0042 札幌市中央区大通西13-4 011-281-3505

函館会 040-0033 函館市千歳町21-13  桐朋会館 0138-27-0726

旭川会 070-0901 旭川市花咲町4 0166-51-9058

釧路会 085-0833 釧路市宮本1-2-4 0151-41-8332

宮城県会 980-0821 仙台市青葉区春日町8-1 022-263-6755

福島県会 960-8022 福島市新浜町6-28 024-534-7502

山形県会 990-0021 山形県山形市小白川町1-16-26 023-623-7054

岩手県会 020-0015 盛岡市本町通2-12-18 019-622-3372

秋田県会 010-0951 秋田市山王6-3-4 018-824-0187

青森県会 030-0861 青森市長島3-5-16 017-776-8398

東京会 160-0003 新宿区四谷本塩町4-37  司法書士会館2F 03-3353-9191

神奈川県会 231-0024 横浜市中区吉浜町1番地 045-641-1372

埼玉会 330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-58 048-863-7861

千葉会 261-0001 千葉市美浜区幸町2-2-1 043-246-2666

茨城会 310-0063 水戸市五軒町1-3-16 029-225-0111

栃木県会 320-0848 宇都宮市幸町1-4 028-614-1122

群馬会 371-0023 前橋市本町1-5-4 027-224-7763

静岡県会 422-8062 静岡市駿河区稲川1-1-1 054-289-3700

山梨県会 400-0024 甲府市北口1-6-7 055-253-6900

長野県会 380-0872 長野市妻科399 026-232-7492

新潟県会 950-0911 新潟市中央区笹口1丁目11番地15 025-244-5121

愛知県会 456-0018 名古屋市熱田区新尾頭1-12-3 052-683-6683

三重県会 514-0036 津市丸之内養正町17-17 059-224-5171

岐阜県会 500-8114 岐阜市金竜町5-10-1 058-246-1568

福井県会 918-8112 福井市下馬2-314 司調合同会館 0776-43-0601

石川県会 921-8013 金沢市新神田4 -10-18 076-291-7070

富山県会 930-0008 富山市神通本町1-3-16  エスポワール神通3F 076-431-9332

大阪会 540-0019 大阪市中央区和泉町1-1-6 06-6941-5351

京都会 604-0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル5-232-1 075-241-2666

兵庫県会 650-0017 神戸市中央区楠町2-2-3 078-341-6554

奈良県会 630-8325 奈良市西木辻町320-5 0742-22-6677

滋賀県会 520-0056 大津市末広町7-5  滋賀県司調会館2F 077-525-1093

和歌山県会 640-8145 和歌山市岡山丁24 番地 073-422-0568

広島会 730-0012 広島市中区上八丁堀6-69 082-221-5345

山口県会 753-0064 山口市神田町5-11 山口神田ビル3階 083-924-5220

岡山県会 700-0023 岡山市北区駅前町2-2-12 086-226-0470

鳥取県会 680-0022 鳥取市西町1-314 -1 0857-24-7013

島根県会 690-0887 松江市殿町383番地  山陰中央ビル5F 0852-24-1402

香川県会 760-0022 高松市西内町10-17 087-821-5701

徳島県会 770-0808 徳島市南前川町4 4- 1 088-622-1865

高知県会 780-0928 高知市越前町2-6-25 088-825-3131

愛媛県会 790-0062 松山市南江戸1-4 -14 089-941-8065

福岡県会 810-0073 福岡市中央区舞鶴3-2-23 092-714-3721

佐賀県会 840-0843 佐賀市川原町2-36 0952-29-0626

長崎県会 850-0874 長崎市魚の町3-33  長崎県建設総合会館本館6F 095-823-4777

大分県会 870-0045 大分市城崎町2-3-10 097-532-7579

熊本県会 862-0971 熊本市中央区大江4-4-34 096-364-2889

鹿児島県会 892-0823 鹿児島市住吉町13番1号 ハーバーフロントビル4階 099-248-8270

宮崎県会 880-0803 宮崎市旭1-8-39-1 0985-28-8538

沖縄県会 900-0006 那覇市おもろまち4 -16-33 098-867-3526



983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル4階 401 022-353-7213

153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2F 03-3477-2881

690-0873 島根県松江市内中原町14番地 島根県行政書士会 0852-21-0670

700-0822 岡山県岡山市北区表町3-11-50 501 ハレミライ千日前5階 086-222-9111



都道府県会 〒 所 在 地 電話番号

1 北海道社会保険労務士会 064-0804 札幌市中央区南4条西11丁目  サニー南四条ビル2Ｆ 011-520-1951

2 青森県社会保険労務士会 030-0802 青森市本町5-5-6 017-773-5179

3 岩手県社会保険労務士会 020-0821 盛岡市山王町1-1 019-651-2373

4 宮城県社会保険労務士会 980-0014 仙台市青葉区本町1-9-5  五城ビル4F 022-223-0573

5 秋田県社会保険労務士会 010-0921 秋田市大町3-2-44  大町ビル3F 018-863-1777

6 山形県社会保険労務士会 990-0039 山形市香澄町3-2-1  山交ビル8F 023-631-2959

7 福島県社会保険労務士会 960-8252 福島市御山字三本松19-3  第 2信夫プラザ2F 024-535-4430

8 茨城県社会保険労務士会 311-4152 水戸市河和田1-2470-2 029-350-4864

9 栃木県社会保険労務士会 320-0851 宇都宮市鶴田町3492-46 028-647-2028

1 0 群馬県社会保険労務士会 371-0846 前橋市元総社町528-9 027-253-5621

1 1 埼玉県社会保険労務士会 330-0063 さいたま市浦和区高砂1-1-1  朝日生命浦和ビル7F 048-826-4864

1 2 千葉県社会保険労務士会 260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5   富士見ハイネスビル7F 043-223-6002

1 3 東京都社会保険労務士会 101-0062 千代田区神田駿河台4-6  御茶ノ水ソラシティ  アカデミア4F 03-5289-0751

1 4 神奈川県社会保険労務士会 231-0016 横浜市中区真砂町4-43  木下商事ビル4F 045-640-0245

1 5 新潟県社会保険労務士会 950-0087 新潟市中央区東大通2-3-26  プレイス新潟 1F 025-250-7759

1 6 富山県社会保険労務士会 930-0083 富山市総曲輪2-1-3  富山商工会議所ビル 7F 076-413-4801

1 7 石川県社会保険労務士会 921-8002 金沢市玉鉾2-502  TRUSTY BUILDING 2F 076-291-5411

1 8 福井県社会保険労務士会 910-0005 福井市大手3-7-1 繊協ビル7F 0776-21-8157

1 9 山梨県社会保険労務士会 400-0805 甲府市酒折 1-1-11 日星ビル2F 055-244-6064

20 長野県社会保険労務士会 380-0935 長野市中御所1-16-11  鈴正ビル3F 026-223-0811

2 1 岐阜県社会保険労務士会 500-8382 岐阜市薮田東2-11-11 058-272-2470

22 静岡県社会保険労務士会 420-0833 静岡市葵区東鷹匠町9-2 054-249-1100

23 愛知県社会保険労務士会 456-0032 名古屋市熱田区三本松町3-1 052-889-2800

24 三重県社会保険労務士会 514-0002 津市島崎町255 059-228-4994

25 滋賀県社会保険労務士会 520-0806 大津市打出浜2-1 「コラボしが21」6F 077-526-3760

26 京都府社会保険労務士会 602-0939 京都市上京区今出川通新町西入弁財天町332 075-417-1881

27 大阪府社会保険労務士会 530-0043 大阪市北区天満2-1-30  大阪府社会保険労務士会館 06-4800-8188

28 兵庫県社会保険労務士会 650-0011 神戸市中央区下山手通7-10-4  兵庫県社会保険労務士会館 078-360-4864

29 奈良県社会保険労務士会 630-8325 奈良市西木辻町343-1  奈良県社会保険労務士会館 0742-23-6070

30 和歌山県社会保険労務士会 640-8317 和歌山市北出島1-5-46  和歌山県労働センター 1 F 073-425-6584

3 1 鳥取県社会保険労務士会 680-0845 鳥取市富安1-152  SGビル4F 0857-26-0835

32 島根県社会保険労務士会 690-0886 松江市母衣町55-2  島根県教育会館3F 0852-26-0402

33 岡山県社会保険労務士会 700-0815 岡山市北区野田屋町2-11-13  旧岡山あおば生命ビル7F 086-226-0164

34 広島県社会保険労務士会 730-0015 広島市中区橋本町10-10  広島インテスビル5F 082-212-4481

35 山口県社会保険労務士会 753-0074 山口市中央4-5-16  山口県商工会館2F 083-923-1720

36 徳島県社会保険労務士会 770-0865 徳島市南末広町5-8-8  徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）2F 088-654-7777

37 香川県社会保険労務士会 760-0006 高松市亀岡町1-60  エスアールビル4F 087-862-1040

38 愛媛県社会保険労務士会 790-0813 松山市萱町4-6-3 089-907-4864

39 高知県社会保険労務士会 781-8010 高知市桟橋通2-8-20  モリタビル2F 088-833-1151

40 福岡県社会保険労務士会 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28   博多偕成ビル 3F301号 092-414-8775

4 1 佐賀県社会保険労務士会 840-0826 佐賀市白山2-1-12  佐賀商工ビル4F 0952-26-3946

42 長崎県社会保険労務士会 850-0027 長崎市桶屋町50-1  杉本ビル3FＢ 095-821-4454

43 熊本県社会保険労務士会 860-0041 熊本市中央区細工町4-30-1  扇寿ビル5F 096-324-1124

44 大分県社会保険労務士会 870-0021 大分市府内町1-6-21  山王ファーストビル3F 097-536-5437

45 宮崎県社会保険労務士会 880-0878 宮崎市大和町83-2 鮫島ビル 1F 0985-20-8160

46 鹿児島県社会保険労務士会 890-0056 鹿児島市下荒田3-44-18 のせビル2F 099-257-4827

47 沖縄県社会保険労務士会 900-0016 沖縄市前島2-12-12   セントラルコーポ兼陽205号室 098-863-3180

全国社会保険労務士会連合会 103-8346 中央区日本橋本石町3-2-12  社会保険労務士会館 03-6225-4864



労働局 〒 所 在 地 電話番号 総合労働相談 
コーナー電話番号

1 北海道労働局 060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1号   札幌第1合同庁舎9階 011-709-2715 011-707-2700

2 青森労働局 030-8558 青森市新町2丁目4-25  青森合同庁舎8階 017-734-4211 017-734-4211

3 岩手労働局 020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15  盛岡第2合同庁舎5階 019-604-3010 019-604-3002

4 宮城労働局 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地  仙台第4合同庁舎8階 022-299-8844 022-299-8834

5 秋田労働局 010-0951 秋田市山王7丁目1番3号  秋田合同庁舎4階 018-862-6684 018-862-6684

6 山形労働局 990-8567 山形市香澄町3-2-1  山交ビル3階 023-624-8228 023-624-8226

7 福島労働局 960-8513 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎4階 024-536-2777 024-536-4600

8 茨城労働局 310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号  茨城労働総合庁舎6階 029-277-8294 029-277-8295

9 栃木労働局 320-0845 宇都宮市明保野町1-4  宇都宮第2地方合同庁舎3階 028-633-2795 028-633-2795

10 群馬労働局 371-8567 前橋市大手町2-3-1  前橋地方合同庁舎8階 027-896-4739 027-896-4677

1 1 埼玉労働局 330-6016 さいたま市中央区新都心11-2  ランド•アクシス•タワー 16階 048-600-6210 048-600-6262

1 2 千葉労働局 260-8612 千葉市中央区中央4-11-1  千葉第2地方合同庁舎1階 043-221-2307 043-221-2303

1 3 東京労働局 102-8305 千代田区九段南1-2-1   九段第3合同庁舎14階 03-6867-0211 03-3512-1608

1 4 神奈川労働局 231-8434 横浜市中区北仲通5-57  横浜第2合同庁舎13階 045-211-7380 045-211-7358

1 5 新潟労働局 950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1  新潟美咲合同庁舎2号館4階 025-288-3511 025-288-3501

16 富山労働局 930-8509 富山市神通本町1-5-5  富山労働総合庁舎4階 076-432-2740 076-432-2740

1 7 石川労働局 920-0024 金沢市西念3丁目4番1号  金沢駅西合同庁舎6階 076-265-4429 076-265-4432

18 福井労働局 910-8559 福井市春山1丁目1-54  福井春山合同庁舎9階 0776-22-3947 0776-22-3363

19 山梨労働局 400-8577 甲府市丸の内一丁目1-11  4階 055-225-2851 055-225-2851

20 長野労働局 380-8572 長野市中御所1-22-1  長野労働総合庁舎4階 026-227-0125 026-223-0551

2 1 岐阜労働局 500-8723 岐阜市金竜町5丁目13番地  岐阜地方合同庁舎4階 058-245-1550 058-245-8124

22 静岡労働局 420-8639 静岡市葵区追手町9-50  静岡地方合同庁舎5階 054-252-5310 054-252-1212

23 愛知労働局 460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1  名古屋合同庁舎第1号館8階 052-857-0312 052-972-0266

24 三重労働局 514-8524 津市島崎町327番2  津第二地方合同庁舎2階 059-226-2318 059-226-2110

25 滋賀労働局 520-0806 大津市打出浜14番15号  滋賀労働総合庁舎4階 077-523-1190 077-522-6648

26 京都労働局 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451  1階 075-241-3212 075-241-3221

27 大阪労働局 540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67  大阪合同庁舎第2号館8階 06-6941-8940 06-7660-0072

28 兵庫労働局 650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3  神戸クリスタルタワー 15階 078-367-0820 078-367-0850

29 奈良労働局 630-8570 奈良市法蓮町387番地  奈良第3地方合同庁舎2階 0742-32-0210 0742-32-0202

30 和歌山労働局 640-8581 和歌山市黒田二丁目3-3  和歌山労働総合庁舎4階 073-488-1170 073-488-1020

3 1 鳥取労働局 680-8522 鳥取市富安2丁目89-9  2階 0857-29-1709 0857-22-7000

32 島根労働局 690-0841 松江市向島町134-10  松江地方合同庁舎5階 0852-31-1161 0852-20-7009

33 岡山労働局 700-8611 岡山市北区下石井1-4-1  岡山第2合同庁舎3階 086-224-7639 086-225-2017

34 広島労働局 730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号  広島合同庁舎第2号館5階 082-221-9247 082-221-9296

35 山口労働局 753-8510 山口市中河原町6-16  山口地方合同庁舎2号館5階 083-995-0390 083-995-0398

36 徳島労働局 770-0851 徳島市徳島町城内6番地6  徳島地方合同庁舎4階 088-652-2718 088-652-9142

37 香川労働局 760-0019 高松市サンポート3番33号  高松サンポート合同庁舎北館2階 087-811-8924 087-811-8916

38 愛媛労働局 790-8538 松山市若草町4番地3  松山若草合同庁舎6階 089-935-5222 089-935-5208

39 高知労働局 781-9548 高知市南金田1番39号  4階 088-885-6041 088-885-6027

40 福岡労働局 812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号  福岡合同庁舎新館4階 092-411-4894 092-411-4764

4 1 佐賀労働局 840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号  佐賀第2合同庁舎5階 0952-32-7218 0952-32-7218

42 長崎労働局 850-0033 長崎市万才町7-1  TBM長崎ビル3階 095-801-0050 095-801-0023

43 熊本労働局 860-8514 熊本市西区春日2-10-1  熊本地方合同庁舎A棟9階 096-352-3865 096-312-3877

44 大分労働局 870-0037 大分市東春日町17番20号  大分第2ソフィアプラザビル3階 097-532-4025 097-536-0110

45 宮崎労働局 880-0805 宮崎市橘通東3丁目1番22号  宮崎合同庁舎4階 0985-38-8821 0985-38-8821

46 鹿児島労働局 892-8535 鹿児島市山下町13番21号  鹿児島合同庁舎2階 099-223-8239 099-223-8239

47 沖縄労働局 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1   那覇第2地方合同庁舎1号館3階 098-868-4380 098-868-6060

★各都道府県労働局の本件に関する連絡先一覧
※北海道、埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡のみ「雇用環境・均等部」、その他の府県の労働局は「雇用環境・均等室」
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労働基準監督署 賃金、労働時間、労働者の安全と健康の確保などについての相談の受付、監督、指導などの事務

労働局
（雇用環境・均等部（室））

性別による差別、セクシュアルハラスメント対策、パワーハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業・介護休業の
取得等を理由とする不利益な取扱い、妊産婦の健康管理、育児休業・介護休業の取得等、パートタイム労働者・
有期雇用労働者の均等・均衡待遇や正社員転換推進、労働契約法などについての相談の受付 等

ハローワーク
（公共職業安定所）

職業相談、職業紹介・指導、職業能力開発促進センターへの入校支援、雇用保険の給付（失業給付など）

総合労働相談コーナー 
(厚生労働省関係)

労働問題に関するあらゆる分野の相談の受付（労働条件、解雇、いじめ・嫌がらせなど）

労働条件相談ほっとライン

平日夜間・土日・祝日に、無料で労働条件に関する無料相談を受け付けています。

0120-811-610（はい！ろうどう）
平日：17時～22時 土日祝：9時～21時
年末・年始（12月29日～1月3日まで）は除く

過重労働解消相談ダイヤル

例年１１月に特別労働相談受付日を設けて「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）を全国一斉に実施し、
長時間労働や過重 労働、賃金不払残業など労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に
対応します。
（※令和７年度については、詳細が決まり次第、厚生労働省ホームページ掲載予定）

働く人のメンタルヘルス
・ポータルサイト「こころの耳」

職場におけるメンタルヘルスに関する総合的な情報提供を行うとともに、メンタルヘルス不調、過重労働によ
る健康障 害に関する相談に、産業カウンセラー等の専門家が応じています。
https://kokoro.mhlw.go.jp/

都道府県庁・政令指定都市役所 労働相談への対応

都道府県労働委員会
労働組合と使用者（会社）との間の争議の調整、使用者の不当労働行為があったときの審査や救済命令、労働者
と会社との間の個別トラブル（解雇、退職強要、ハラスメントなど）の解決の支援

労働組合
労働者が主体となって自主的に労働条件の維持•改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体
（※相談窓口の有無や対応できる内容は労働組合によって異なります。事前に確認してから相談しましょう。）

日本司法支援センター
（法テラス）

労働問題に関する法的トラブルの解決の支援

社会保険労務士会
（総合労働相談所）

社会保険労務士が解雇、賃金など職場のトラブルについて相談に応じるもの 
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/214/Default.aspx

司法書士会          
(司法書士総合相談センター )

司法書士による無料の相談会を、全国各地の司法書士会で実施 https://www.shiho-
shoshi.or.jp/activity/consultation/center_list/









https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/



https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
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「働くこと」と「労働法」
～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～

（令和７年度改訂版）

令和７年度厚生労働省委託事業（受託：株式会社読売エージェンシー）
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